
１ 開 会

２ 座長（副知事）あいさつ

３ 議 事

①県営発電施設改修・運営へのＰＦＩ・コンセッション方式導入検討に
ついて

②西部総合事務所福祉保健局整備へのＰＰＰ方式導入検討について

４ 報 告

公の施設の管理運営見直しについて

５ 閉 会

Ｈ２9 第４回県有施設・資産有効活用戦略会議

日 時 平成30年1月23日（火）
午前10時～11時

場 所 第４応接室
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■ＰＦＩ・コンセッション方式導入の目的

売電収入の増加に向け、固定価格買い取り制度（ＦＩＴ制度）の適用を目指し、コスト縮減の

ため、老朽化した発電所のリニューアルにＰＦＩ、運転管理にコンセッション方式の導入を検討。

■検討の経過
○平成28年11月 県有施設・資産有効活用戦略会議

持続可能な公営企業体を目指し、電気事業への民間活力導入の可能性などを
検討することを確認。

○平成28年12月 県議会
発電施設のコンセッション方式の導入検討について言及。

○平成29年5月～ 県営発電施設PFI手法検討調査及び導入可能性調査
（株）日本総合研究所を受託事業者として選定し、調査を実施

○平成29年8月 県有施設・資産有効活用戦略会議
県営発電施設PFI手法検討調査の結果概要について、企業局が導入可能性調査
の対象施設を3施設とすることを報告

県営発電施設改修・運営へのＰＦＩ・コンセッション方式導入検討 資料１



①建設費の総額が１０億円以上の公共施設整備事業 （新設・改修）

②単年度の運営費が１億円以上の公共施設整備事業 （運営等）
※他自治体で実績のある事業や公の施設の管理については、事業費が上記金額を下回って

も検討を行うことができる。

○検討対象事業

[H28.3.29策定]
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■鳥取県ＰＰＰ／ＰＦＩ優先的検討方針の概要

○検討プロセス

ア 事業担当部局から総務部への協議

イ 第一次検討の実施（庁内での定量評価及び定性評価）

ウ 第二次検討の実施（外部アドバイザーによる「導入可能性調査」等）

【今回の検討事項】
県営発電施設の改修・運営手法として、ＰＦＩ・コンセッション方式
導入の適否を検討

・・・平成28年11月 第3回会議 公の施設見直しにおいて検討

・・・平成29年5月～ 県営発電施設PFI手法検討調査及び導入可能性調査を実施

県営発電施設改修・運営へのＰＦＩ・コンセッション方式導入検討
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■評価の前提

①事業手法 ＰＦＩ・公共施設等運営事業（コンセッション方式）

②対象施設 ３施設（小鹿第一発電所、小鹿第二発電所、舂米発電所）

③業務範囲 再整備（リニューアル）：小鹿第一発電所、小鹿第二発電所

維持・管理・運営 ：小鹿第一発電所、小鹿第二発電所、舂米発電所

④事業期間 各施設の供用開始後２０年間（ＦＩＴ制度の買取期間と同様）

⑤ＦＩＴ制度 運営権者の責任によりＦＩＴ制度の認定を取得する。

⑥管理区分 発電及び売電：運営権者

ダム管理 ：企業局（ただし、平時の施設点検等は運営権者）

⑦売電収入 売電収入は、全て運営権者の収入とする。

⑧リスク分担 民営の発電施設を鑑み、概ね運営権者の負担とする。

県営発電施設改修・運営へのＰＦＩ・コンセッション方式導入検討
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■第二次評価結果概要

○以下の４ケースを比較

県営発電施設改修・運営へのＰＦＩ・コンセッション方式導入検討

ＦＩＴ適用 リニューアル 運営

ケース１ 無 無（最小限改修） 直営

ケース２ 有 ＰＦＩ コンセッション

ケース３ 有 直営（職員増員） 直営

ケース４ 有 ＰＦＩ 直営
（維持管理は外部委託）

企
業
局
の
利
益
が
最
大圧

縮
の
可
能
性
あ
り

100

130＋α
185 
程度

195
程度

※「企業局利益」欄の数値は、ケース１を100とした場合の指数
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■第二次検討評価結果概要

小鹿第一・第二発電所の改修についてＰＦＩ手法を導入し、運営権対価の
設定に留意の上、両発電所と合わせて舂米発電所の運営に対してコン
セッション方式の導入を検討することが有効であると考えられる。

【第二次検討の評価案】

○ケース１とケース２を比較した結果、ケース２の場合では、ＥＩＲＲ（自己資本内部収益率）を５％と
仮定して計算してもケース１の県利益を上回ることから、県が増収となるとともに、民間事業者に
とっても投資対象となりうることから、民間企業の参入が見込める。
（一般的に民間参入の判断基準はＥＩＲＲ５％）

○ケース２とケース３・４を比較した結果、ケース３・４は、ケース２よりも県利益が増加。ただし、ケー
ス２の資金コストについては、民間事業者の資金調達能力により圧縮される可能性があるため、
県利益が増大する可能性がある。

○したがって、ＰＦＩ・コンセッション方式の導入は可能であるものの、コンセッション方式を導入する場
合、各ケースの中で最大の県の収益額（ケース４）及び直営で改修中の舂米発電所の改修費の合計
額を運営権対価の最低制限価格として設定することを基本。（今後の詳細検討で市場動向も踏まえ
つつ、最終決定。民間事業者の資金調達能力や創意工夫などを期待し、県利益の最大化を図る）

県営発電施設改修・運営へのＰＦＩ・コンセッション方式導入検討
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■コンセッション方式を導入する場合の今後のスケジュール（予定）

年度 内容

Ｈ２９ ２月 ＰＦＩ事業アドバイザリー業務にかかる予算案を県議会に上程

Ｈ３０

４月 ＰＦＩ事業アドバイザリー事業者の選定・契約

（～５月） （コンセッション方式導入是非の再検討） 以下※はコンセッション関係

１０月
県営企業設置条例改正の議決 ※
実施方針等の公表

１２月 特定事業の選定、募集要項の公表

（事業性が判明次第） （対象施設への日野川第一発電所の追加）

Ｈ３１

～１１月 事業者選定手続

３月

ＰＦＩ事業契約の議決
コンセッション運営権設定の議決 ※

契約の締結

○なお、昨年11月県議会の議論を踏まえ、日野川第一発電所のリニューアル事業の事業性を検討
し、売電収入とリニューアル計画の事業採算性を検証し、ＦＩＴ認定を前提に採算性が見込めるので
あれば、ＰＦＩ・コンセッション方式の導入対象に加えることとする。
（ＦＩＴ認定を受けても採算性が見込めなければリニューアルの是非も含めて検討）

県営発電施設改修・運営へのＰＦＩ・コンセッション方式導入検討

○アドバイザリー業務とは
実施方針や要求水準書等の資料作成及び諸手続に関連し、法律・会計上の知見を基に作業
及び県への助言を実施。（なお、今回の発電施設関係では、資産評価業務も含む予定）

西部総合事務所福祉保健局整備へのＰＰＰ手法導入検討 資料２
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■西部福祉保健局庁舎の現状
○西部福祉保健局庁舎（米子市東福原）は、建設から約５０年を経過し、耐震基準を
満たしていない。

○総合事務所（米子市糀町）から離れており、総合事務所としての一体的対応が困難。

○仮に耐震改修を行ったとしても、２０年程度経過後に改めて解体・新築費用が発生。

○西部福祉保健局の立地位置が市内中心部であることから、土地売却の可能性あり。

■総合事務所（旧米子警察署含む）の現状

⇒民間活力導入の活用も含めて、西部総合事務所敷地内に新築移転の方向で検討

○老朽化した旧米子警察署建物が残存しており、景観上も課題 （倉庫として活用）

■検討の経過

【今回の検討事項】
西部総合事務所福祉保健局の整備（移転新築）手法として、ＰＰＰ手法

（ＰＦＩ含む）導入の適否を検討（ＰＰＰ／ＰＦＩ優先的検討方針に基づく第一次検討）

○平成29年４月～ 複数の整備プランを県庁内部で検討
○平成29年８月～１２月 金融機関等との意見交換
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西部総合事務所福祉保健局整備へのＰＰＰ手法導入検討

A案２ 民間ビルを建設し、テナントとして入居

A案１ ＰＦＩで庁舎整備

ｃ Google
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■第一次検討評価結果概要

１ 定量評価 ：コスト削減効果が見込める

・ＰＦＩ手法を導入し、庁舎を整備（案１）することで、直営と比較して一定程度のコスト縮減が可能。

※現在、防災対策として整備予定のエネルギー棟の費用も削減可能と想定されるが、現時点では

算定に含めていない。

・西部総合事務所敷地内に定期借地借地で民間ビルを建設させ、テナントとして入居（案２）することで、

直営と比較して一定程度のコスト縮減が可能。

※ＰＦＩ手法も含めて、複合施設化により、さらにコスト縮減できる可能性があるが、民間収益施設の内容が

不明確のため、現段階では算定で考慮していない。

２ 定性評価 ：遊休公有財産の有効活用や複合施設化による地域の活性化が期待できる

・福祉保健部門と他部門の一体化による西部総合事務所機能の強化が期待できる。

・総合事務所敷地内の遊休公有財産（旧米子警察署跡地）の有効活用が可能。

・米子駅前という立地条件を勘案すると、庁舎と民間施設の複合施設化の可能性もあり、糀町エリア

の活性化も期待できる。

【第一次検討の評価案】

西部総合事務所福祉保健局整備へのＰＰＰ手法導入検討

○ ＰＰＰ手法（ＰＦＩ含む）の活用が有効であると考えられる。
○ 第二次検討に向けて外部専門家による導入可能性調査を実施すべき。
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■今後のスケジュール（案）

年度 内容

Ｈ２９ ２月 ＰＰＰ手法導入可能性調査にかかる予算案を県議会に上程

Ｈ３０ PPP手法導入可能性調査、関係者との調整

Ｈ３１～

事業者選定手続（事業者の公募・選定・契約）

基本設計・実施設計、旧米子警察署建物解体

建設工事

庁舎完成・西部総合事務所福祉保健局移転

西部総合事務所福祉保健局整備へのＰＰＰ手法導入検討
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公の施設の管理運営見直し 資料３

■福祉３施設の検討の経過
○平成29年11月 県有施設・資産有効活用戦略会議

鹿野かちみ園・鹿野第二かちみ園、皆生尚寿苑の３施設については、民間譲渡

も含めて検討する施設として決定

○平成29年11月～

民間譲渡の可能性を検討

■検討の状況
不動産鑑定評価に基づき、地方債償還終期を待たずに有償譲渡した場合、起債繰上

償還により逸失する交付税措置額よりも売却収入が上回ることが見込まれる。

【不動産鑑定評価結果と逸失交付税額】

評価額 内訳 逸失交付税額

土地 建物

鹿野かちみ園・
第二かちみ園

7億4,800万円 7,800万円 6億7,000万円 1.4億円

皆生尚寿苑 1億9,656万円 1億123万円 9,533万円 0.3億円
※今後、譲渡する場合には、金額は財産評価審議会等で別途検討。あくまで上記金額は鑑定評価額。



公の施設の管理運営見直し
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■今後のスケジュール（予定）

年度 内容

Ｈ２９ ２月
予算案を県議会に上程

（譲渡検討のための第三者委員会開催経費等）

Ｈ３０
４月～８月 譲渡の検討（譲渡条件、譲渡時の支援スキーム等の検討）

９月 譲渡にかかる議案を上程

Ｈ３１
譲渡先による管理運営

※譲渡先が決まらない場合は、指定管理者制度による管理を継続

福祉施設としての譲渡条件、譲渡時の支援スキーム等を検討する。


